
江 別 防 犯 協 会 会 則

(名 称 )

第 1条
本 会 は 、 江 跡」鋳 犯協 会 と称 す る 。

(饉 釣 )

第 2条
本会は、犯罪のない覇るい種余を建設するため、住民の防犯思想を

高揚 じ地域の秩序織持筵貢献することを目的とする。

(組織 )

第 3条
本 会 は 、 江 別 準 自治 会 員 を も って 組織 す る。

(滋動事業 )

第 4条
本会は、醸条の 目纏を達成するため次の事業 を行 う。

鷲 防犯対策の企画、購蓋、響鴛
2 防犯思想の普及・ 啓発
3 鏑犯ボ ランテ ィア置体等

‐
に対す る交議

4 青少年の非行続止 と補導
5 関係機 纏・ 轡体 と総連絡調整
6 防犯功湯警 (団 体 ):こ 対する表彰
7 その他 贈鑢達成のため必要 と認め る事項

(役員 )

第 5条
本会 |こ 次の役員 をおく

(役鐘の選鶏 )

第 6条
鷲 会長、副会長、事務局長ロミ 理事会 :こ おしヽて選出し、鐘会 !こ お
いて承認を受ける。

2 磯事 :感 、細員彗|こ 定める纏織羅体から識鍵を餐 |サ 任命する。
3 監事は、鰯露ulこ 定める総繊書体から推饉を受け任命する。

名
儀
名

犠
名

１
２

干

１
３

種

幾

震
事

幾
事

会
獅

会
副

理
事

難

＼、_

1

ヽ_



(役員の種類 )

第 7条
1 役員の任期は、 2年 とする。ただ し、再任 を妨 げなしヽ。
2 補欠により就任した役員の任期は、前振者の残経期間とする。

(役員の任務 )

第 8条
嬌 会長は、会務を綾括 じ本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し会長が事故ある時は、その難務を代行
する。

3 理事は、会長、目』会長を補依 し難事会、総会に出席 して審雛す
る。

4 事 務 局 長 は、 本倉 の

5 監 事 は、 財 産の 状 況

3

を担 当 し、 会 計 を執行 す る。
会 計 を監 査 す る。
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会議は、総会、理事会と して会長が招集 する。
総会は、定期総会及び臨時総念 と し、定期総 会は年度始 め に開

催 し第 10条 |こ 定め る事項 を議題 とす る。
臨時総会は理事会において必要 と認めた ときに会長が招集する。
理事会は、会長、副会長、事務局長、理事 を持 つて構 成 し、細

則 に定め る事項を審議する。

(総 会 )

第 10条

総会は細則 |こ 定め る役 員、関 1系 艤体等 を招 集 して開催 し、次の事
項を審議 する。

事業報告及び事業計画 |こ 関すること。
予算及び決算に関す
役員の改選の承認に
会貝」の改正の承認に

その他会長の付議 し

(議決 と運営 )

第 11条
鷲 会議の議長 は会長があたる。
2 議長は会議の統議」と議事進行 を図る。
3 会議の決議は、出席者の過半数の爾慧によ り決 し、彎否囲数の

場合は、議長の決するところとする。
4 本会議 |こ 付議すべき蓼壌であ つて も、緊急 を要 する場合は会長

が等澳することが臨来る。その場合、本余議 1こ おいて承爾 を得 る。
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(経 費 )

第 12条

1 本 会 の 経 費 は 、 自治 会 か らの 会 費、 市 の助 成 金 、 賛 助 会 贅 、 そ

の他 の収 入 を も って あ て る。
2 会 費 は 、 自 ,台 会 の 世 帯 数 |こ 応 じて 徴 収 す る こ と と し、 会 贅 の 額

は総 会 に お いて 承 認 を受 け る。
3 会 計 年 度 は、 4月 1日 ほ始 ま り翌 年 3月 31日 |こ 終 わ る 。

(付 興饉)

第 13暴

1 糠衛月 目

菫
稚 47年 9月 22態 ―壼霧改正 (同 国施行 )

成 13年 6潟 30露 一部改正 (圃 圏箱行 )

成 i4年 6麗 14懲 一部改正 (鶴 鶴施行 )

成 19年 6溝 囃自一部改正 (鶴 懇艤衛 )
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